
資料４－１

京都府の食の安心・安全に係る

取組について





食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置の基準等に

関する条例一部改正の件

令 和 ２ 年 １ 月

健 康 福 祉 部

１ 改正の趣旨

衛生管理の基準の平準化等を目的として食品衛生法が改正（令和２年６月１日施行）

されたことから、条例の名称の一部を変更するとともに、法の基準と重複する「営業に

関する衛生措置の基準」を削除するなど、所要の改正を行う。

２ 改正案

（１）法改正により｢公衆衛生上講じるべき措置｣の基準が｢公衆衛生上必要な措置｣に改め

られたことから、条例の名称を「食品衛生法に基づく公衆衛生上講じるべき措置

の基準等に関する条例」から「食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準

等に関する条例」に改正

（２） に沿った衛生管理の基準が法に規定されるため、重複する条項を削除HACCP

（３）法では簡略化された衛生管理で良いとされた小規模な営業者等について、自主的な

取組を推進するため、従前と同様に による衛生管理を努力義務として規定HACCP

（４ （１）及び（２）に伴う京都府事務処理の特例に関する条例の条ずれ対応等）

３ パブリックコメント結果

令和元年12月20日～令和２年１月10日実施

＜結果＞ ４個人 ５件の意見有

＜主な意見＞ ・小規模な営業者にとっては簡略化された でも負担が大きいHACCP

ため、より一層の指導、支援をお願いしたい。

・人手が足りない中で、記録を作成する時間的余裕がない。新しい

、 、 。制度に変えるなら 十分に説明して 理解できてからにしてほしい

４ 施行期日

令和２年６月１日 改正条例等施行（法施行と同時）
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～ 京 都 府 報 道 発 表 資 料 ～ 京都府広報監 まゆまろ

食の府民大学映像教材「野菜の使い切り」編を公開しました！
～野菜の保存方法及び使い切りクッキング～

令 和 元 年 １ ０ 月 ３ ０ 日

京 都 府 農 林 水 産 部 農 政 課  

   課   長 清水 0 7 5 - 4 1 4 - 4 8 9 5

   主幹兼係長 渡邊 0 7 5 - 4 1 4 - 5 6 5 6

京都府では、食に関する正しい知識の提供とその活用を目的に、ホームページ上に「食の府民大学」

を開講し、映像教材として５分程度の動画を公開しています。

この度、家庭で食材を美味しく食べきるための工夫について解説した「野菜の保存方法」、「使い切

りクッキング」の映像教材を作成し、『食品ロス削減の日※』である１０月３０日（水）から「京都府

食の府民大学」の講座として公開することとしましたので、府民の皆様へご周知いただきますようよ

ろしくお願いします。

（府民大学以外に YouTube でも視聴可能。レシピはクックパッド京都府公式キッチンにも掲載）

１ 講座名

（１）野菜の適切な保存方法【基礎編】

（２）野菜の適切な保存方法【冷凍編】

（３）使い切りクッキング【トマト編】

（４）使い切りクッキング【万願寺とうがらし編】

（５）使い切りクッキング【にんじん編】

（６）使い切りクッキング【ご飯編】       ※各５分程度の動画で解説

（７）使い切りクッキング【小さく余った野菜編】       レシピは１品目ごと、３レシピを紹介

  

２ 講 師

  野菜ソムリエ上級プロ

調理師・家庭料理研究家

西村
にしむら

秋保
あ き ほ

氏

３ 視聴方法

  京都府食の府民大学

（http://www.kyoto-fumindaigaku.jp/）の

「調理力講座」から視聴してください。

京都府食の府民大学 調理力講座 検索

※食品ロスとは、食べることのできる食品が、売れ残りや規格外、食べ残しなどの理由から廃棄されてしまうこと。
日本の食品ロス発生量（年間約 646万トン）のうち、家庭から約 289万トン（全体の約 45％）が発生していることから、

「家庭での実践」を基本に、食品ロスの削減を推進。10 月は、広く食品ロス削減に関する理解と関心を深めることを目的
とした『食品ロス削減月間』であり、特に 30日は『食品ロス削減の日』（食品ロスの削減の推進に関する法律第９条）。

旬で美味しい時期に冷蔵庫で眠りがち

なトマトのサラダ以外の使い方を提案

家庭で捨てられやすい食品１位の

ご飯を美味しく食べきる提案

残りやすい野菜を使い切るレシピを

提案

（裏面あり）
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リスクコミュニケーション「正しく理解しよう！健康食品について」

を開催しました（報告）

令和２年２月

農 政 課

令和２年１月２２日（水）に京都経済センターにおいて、一般府民を対象に

健康食品についてのリスクコミュニケーション※を開催したところ、概要は下記

のとおりでしたので報告いたします。

※あるリスクについて、消費者、事業者、行政など関係者の間で意見・情報の交換を行うこと。

記

１ 日 時  令和２年１月２２日（水）１４時から１５時３０分まで

２ 場 所  京都経済センター６階 ６-Ｆ

３ 主 催  京都府

４ 参加者  ２５名（一般府民）

５ 内 容  

（１）「健康食品」について安全な選択をするために（１９のメッセージ）

講師 内閣府食品安全委員会 秋元 京子 氏

（２）意見交換

【参加者からの感想】

  ・簡単な説明でとてもわかりやすかった。

・健康食品は決して薬ではないという事が印象に残った。

  ・今後も様々なテーマでの学習会をたくさん開催してほしい。

  ・健康食品を摂ればプラスになるのではなく、マイナスになりうることも

あることが理解できた。
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